
〔歳入〕　

　地方消費税交付金 85,154千円 のうち、社会保障財源化分 49,722千円

〔歳出〕

　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 784,528千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費内訳】

国　県
支出金

地方債 その他

地方消費
税交付金

（社会保障財
源化分）

その他

障 害 者 福 祉 事 業 180,400 126,773 0 0 5,068 48,559

高 齢 者 福 祉 事 業 28,396 99 900 1,087 2,486 23,824

児 童 福 祉 事 業 159,023 35,268 6,000 3,356 10,812 103,587

母 子 福 祉 事 業 2,491 1,215 1,100 0 17 159

小 計 370,310 163,355 8,000 4,443 18,383 176,129

介 護 保 険 事 業 92,309 9,617 0 0 7,815 74,877

国 民 健 康 保 険 事 業 46,098 24,182 0 0 2,071 19,845

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 事 業

87,130 16,767 0 19 6,647 63,697

小 計 225,537 50,566 0 19 16,533 158,419

疾病予防・新型コロナウ
イルス感染症対策・健康
増進事業

54,156 31,622 400 0 2,092 20,042

診 療 所 事 業 134,525 0 0 0 12,714 121,811

小 計 188,681 31,622 400 0 14,806 141,853

784,528 245,543 8,400 4,462 49,722 476,401

※　各事業の地方消費税交付金（社会保障財源分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分。

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合 計

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策
に要する経費

（令和４年度松野町一般会計決算）

（単位：千円）

事　　業　　名
令和４年度
決　算　額

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

　平成26年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％に、令和元年10月１日からは
10％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確
化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　松野町の令和４年度一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況は、次のとおり
です。


